
関西各市町村の介護保険施設事業者公募情報 (2025年11月1日現在)

※詳細は各行政HPにてご確認ください

●大阪市

①特別養護老人ホーム整備事業者の募集(再募集)

◎募集内容 30人分

②特定施設入居者生活介護(地域密着型含む)整備事業者の募集(再募集)

◎募集内容 165人分 ※既設、新設は問わない

③認知症高齢者グループホーム整備事業者の募集(再募集)

◎募集内容 317人分 ※新規開設及びユニット増設

④介護医療院整備事業者の募集(再募集)

◎募集内容 49人分 ※ユニット型を推奨しているが、従来型での整備も可能

◎選定スケジュール

応募受付期間:令和7年10月20日～12月26日

質問受付締切:令和7年11月7日

選定作業:令和8年1月～2月

選定結果通知:令和8年3月中旬

事前協議開始:令和8年3月下旬～

●神戸市

＜令和7年度事業者募集＞

◎公募内容 １.広域型特別養護老人ホーム（Ａ）及び地域密着型特別養護老人ホーム（Ｂ）

募集数:50床程度（Ａ+Ｂ）創設、増床、転換含む

ただし、広域型は既存施設の増床・転換に限る

1か所あたり:（Ａ）30床以上100床以下　（Ｂ）29床以下

２.介護老人保健施設及び介護医療院

募集数:100床程度　創設、増床含む

1か所あたり:100床以下

３.認知症高齢者グループホーム

募集数:150床程度　創設、増床含む

1か所あたり:３ユニット以下

４.特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅）

募集数:新設、増床・転換等あわせて100床程度　

1施設の総定員は100人以下

５.（看護）小規模多機能型居宅介護事業所

募集数:必要箇所数（未整備圏域に限る）

◎選定スケジュール

募集要項配布時期:令和7年10月9日から

応募書類提出期間:令和7年11月17日～12月1日

事業内容ヒアリング(予定):令和8年1月頃

選考結果通知(予定):令和8年3月末

施設整備審査会(予定):令和8年5～6月 ※4.特定施設入居者生活介護以外の事業が対象



●堺市

＜介護保険施設などの整備･運営法人の募集＞

◎公募内容

区分

①広域型特養 増床 令和8年度中

※従来型特養の増床に限る

②地域密着型特養 今回は募集なし

今回は募集なし

新設 令和8年度中

新設

新設

新設 令和8年度中

◎上記5公募の選定スケジュール

①広域型特養 電話予約受付期間:令和7年10月2日～11月27日

応募書類受付期間:令和7年10月3日～11月28日

選定結果通知:令和8年3月上旬(予定)

④認知症対応型共同生活介護 電話予約受付期間:令和7年10月2日～12月25日

⑤A小多機B看多機 応募書類受付期間:令和7年10月3日～12月26日

⑥定期巡回 選定結果通知:令和8年3月上旬(予定)

●姫路市

令和8年度地域密着型サービス事業所の整備に関する説明会(Zoomオンライン)を7月29日に開催

◎公募内容

①特別養護老人ホームの整備　②特定施設入居者生活介護事業所の整備

③(看護)小規模多機能型居宅介護事業所及び認知症高齢者グループホームの整備

④定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の創設

●姫路市

①＜令和8年度特別養護老人ホーム 開設希望者募集＞

以下a・bを合わせて29床を採択する｡aとbが競合する場合は総合的に判断し､順位を決定する

a【地域密着型特別養護老人ホーム創設】（個室ユニット型）

（必須）〔ア〕ショートステイ（個室ユニット型）：１０床以上２９床以下（特養併設）

b【既存の特別養護老人ホームの増床】（個室ユニット型又は従来型）

※ 増床の場所は、本体施設と一体利用が可能である立地に限る

※ 多床室とする場合は、間仕切りや建具等を設置することにより、利用者の

プライバシー保護や感染症対策に十分留意すること

a市内の8日常生活圏域を整備対象圏域とするが、認定者数の割合に対する特別養護老人

ホーム等の整備数に応じて配点に高低を付ける

b市内の13日常生活圏域全てを整備対象地域とし、圏域に優劣は定めない

②＜令和8年度 地域密着型指定特定施設創設 開設希望者募集＞

募集数 【地域密着型指定特定施設創設】 ： １施設（２９床）

市内の8日常生活圏域を整備対象圏域とするが、認定者数の割合に対する指定特定施設

等の整備数に応じて配点に高低を付ける

⑥定期巡回・随時対

応型訪問介護看護
1事業所

未整備行政区

/堺区・東区・美原区以外

⑤A小規模多機能

型居宅介護
116人分

未整備圏域

/堺1・東2・西3・南2・北4
令和8年度中

⑤B看護小規模多

機能型居宅介護

未整備圏域

/堺3・中2・南2・南3・北3・北4

③特定施設入居者

生活介護

④認知症対応型

共同生活介護

18人分 堺市内全域

施設種別 募集数 整備区域 整備年度

17人分/ｼｮｰﾄｽﾃｲからの転換 本市内全域(本市内の既存広域型特養)

募集数

募集

対象

地域

対象地域



●姫路市

③＜令和8年度 (看護)小規模多機能型居宅介護事業所､認知症高齢者グループホーム 開設希望者募集＞

a小規模多機能型居宅介護事業所

合計２か所

d既存の小規模多機能型居宅介護事業所から看護小規模多機能型居宅介護事業所への転換

転換数に上限なし（転換計画に問題がないものを採択）

対象校区 上記各事業により､それぞれ異なるため､姫路市募集要項を確認してください

④＜令和8年度 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 開設希望者募集＞

３か所｡（既存事業所（整備予定含む）のある圏域でも、既存事業所と校区が重複しない場合は、

整備を可能とする）また、１法人につき複数事業所の応募・整備を可能とする

募集圏域 姫路市募集要項にて確認してください

◎選定スケジュール ※上記どの事業にも当てはまる､但し例外有

質問受付:令和7年7月29日～8月8日

事前協議:令和7年8月18日～10月17日 上記④事業公募は事前協議なし

開設検討調査受付期限:令和7年8月29日まで

開設申出書事前提出:令和7年11月7日まで

開設申出書本提出受付:令和7年11月14日まで

開設予定地の現地確認:令和8年1月上旬(予定)

書類審査及び一次ヒアリング実施:令和8年1月下旬(予定)

二次ヒアリング実施:令和8年2月上旬(予定) 上記③､④事業公募は二次ﾋｱﾘﾝｸﾞなし

選考結果発表:令和8年2月末(予定)

●箕面市 ＜箕面市指定地域密着型サービス事業者募集＞

◎公募内容

事業種別 募集数 定員 整備区域

1事業所 29人 市内全域

2事業所 18人､1ﾕﾆｯﾄ9人 市内全域※

◎選定スケジュール ※整備数の少ない圏域を優先する

①一次審査

募集要項配布期間:令和7年8月1日～9月12日

質問受付期間:令和7年8月20日～22日

応募書類受付期間:令和7年9月10日～12日

ヒアリング:令和7年9月29日～10月3日

一次審査結果:令和7年11月中旬に発送予定(全申込者へ自己の結果のみを郵送にて通知)

②二次審査

応募書類配布期間:令和7年9月16日～11月14日

質問受付期間:令和7年10月29日～31日

応募書類受付期間:令和7年11月12日～14日

二次審査にかかる選定会議の開催日時:令和7年12月上旬に実施予定

看護小規模多機能型居宅介護

(介護予防)認知症対応型共同生活介護

募集数

募集数

※ 同時に訪問看護の指定を受けることは任意とするが､指定を受ける場合は､看護小規模多機能型居宅介護と

の職員の兼務について明確にした上で､事業所指定における職員配置基準を満たすこと

b看護小規模多機能型居

宅介護事業所 合計1か所

c認知症高齢者グループホーム

(新設又は増床)　合計36床

登録定員29名まで

(通所18名/宿泊9名まで)

登録定員29名まで

(通所18名

/宿泊9名まで)

※新設は2ユニット/定員18名とすること

※増床は既存施設を含めた増床後の定員が3ユ

ニット/定員27名以下であること



●箕面市 介護老人福祉施設(広域型特別養護老人ホーム)整備・運営事業者の募集

◎公募内容

事業種別 募集枠 施設区分 整備区域

●新設の場合､30床以上90床以内 ●新設の場合､ユニット型

(注)既設施設とは、本市内に所在する介護老人福祉施設(広域型特別養護老人ホーム)に限る

◎選定スケジュール 募集要項等配布:令和7年9月16日～12月5日

質疑受付:令和7年11月4日～7日

質疑回答締切:令和7年11月までに随時回答

応募書類受付:令和7年12月1日～5日

選定審査:令和7年12月下旬予定

選定結果通知(公表):令和8年1月中旬予定

●和歌山市 第9期和歌山市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画に基づき

介護保険関連施設の計画的な整備を実施する

◎公募内容 ｻｰﾋﾞｽ種類

応募床数
地域密着型特別養護老人ホーム

整備年度

整備圏域

◎選定スケジュール 事前協議受付期間:令和7年10月10日～11月28日

応募書類受付期間:令和7年12月1日～10日

ヒアリング審査:令和8年1月下旬

結果通知:令和8年2月中旬

●明石市 ＜地域密着型サービスの開設募集＞

募集数

定期巡回・臨時対応型訪問介護看護 若干数

小規模多機能型居宅介護 若干数

看護小規模多機能型居宅介護 若干数

開設の意向がある場合は、エントリーシートに必要事項を記載(入力)の上、メールにて連絡する

↓

メール確認後、シートを基に開設についての事前協議を行う

※上記サービスの開設には、必ずシートによる事前協議が必要である

※ 各市町村の第9期介護保険事業計画の詳細等お知りになられたい方は､下記連絡先までお問合せください。

ライフデザイン研究所 電話番号：06-4708-6844　 FAX番号：06-4708-7067

市内全域●既存施設(注)の増床(併設ショートステイからの

転換を含む)の場合､増床数が1床以上90床以内

●既設施設(注)の増床(併設ショートス

テイからの転換を含む)の場合､ユニット

型又は従来型

サービス種別

介護老人福祉施設

(広域型特別養護老

人ホーム)

29床×1施設

今回の公募は、令和8年度(2026年度)事業｡

建設地については､圏域等の指定は行わないが､地域密着型サービス事業所として､

各圏域の立地バランスを考慮する必要があることから､他の介護老人福祉施設の立

地状況を確認の上､特に整備の必要性が高いと考えられる圏域の整備についての検

討をお願いしたい


